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総務常任委員会           平成２５年 ５月１４日（火） 

                   （開会 午後 １時３０分） 

                   （閉会 午後 ４時１０分） 

 

○柏木 剛委員長   それでは皆さん、こんにちは。 

  新緑の季節なんですけれども、いよいよ初夏という感じになってきました。その中です

けれども、総務常任委員会、閉会中の所管事務調査ということで本日は開催したいと思い

ます。いろいろと、２５年度もスタートしまして、本格化してきたと思います。十分な質

疑、質問を期待しまして、開会の挨拶とさせていただきます。 

  それでは執行部のほう、よろしく挨拶お願いします。 

  市長。 

 

○市長（中田勝久）   皆さん、こんにちは。 

  きょうは総務常任委員会の所管の事務調査ということで、大変御苦労さんでございます。

きょう、資料としてお配りさせていただいていますが、これは後ほど説明が、当方のほう

からあると思います。さらに、私、先日、地震・津波の対策委員会、同行させていただき

ました。委員の皆さん方には本当に御苦労さんでございました。非常に、現場も見せてい

ただいて参考になりましたし、いろいろとこれから、そういうハード面が一方では求めら

れるところに来てるんかなというふうに思った次第でございます。きょうも重点調査の中

で、防災対策ということも入っております。また、いろいろとお手数をおかけいたします

が、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

  大変勝手ですが、きょう２時から吉備国際の順正学園と私ども、そして県と、いろいろ

な地域連携の協定書の調印式がございますので、勝手しますが中座させていただきます。 

 

○柏木 剛委員長   それでは、閉会中の継続調査ということで、所管事務調査事項につ

いて調査したいと思いますが、４月の人事異動で新たに着任された方は、順番に自己紹介

をお願いします。 

 

（自己紹介） 

 

○柏木 剛委員長   それではただいまから、所管事務調査事項に入りたいと思います。 

  申し出してあります所管事務調査事項について、一括して調査したいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○柏木 剛委員長   異議がございませんので、一括して調査します。 

  本日は重点調査として、３項目、市有財産の維持管理と財源について、２つ目、消防・

防災対策の推進について、３つ目、情報化の推進についてを重点調査として予定しており

ます。 

  まず、それ以外の所管事務調査事項について、調査を行いたいと思います。次第書でい

きますと１番から５番の事項でございます。 

  何か質疑ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   まず最初に、らん・らんバスのことでお聞きしたいと思います。４月

１日に改編になりまして、１カ月少したったところです。なかなか、その利用状況等の把

握というのは難しい部分があるかもわかりませんけども、今現在でわかっている利用状況

等、教えていただけたらと思います。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   先ほどもおっしゃられたように、４月１日からダイヤ編

成、並びにルートのほうも見直しをしております。そういったことで、１回目の総務委員

会でそういう御質問があろうかというようなことで、速報値として今現在、業者のほうか

ら聞いております。らん・らんバス全体としまして、昨年度の４月、６,０００人ぐらい

あったのが、今年度の４月におきましては５,４００というようなことで、約１割減、９

割の人数の利用者数になっております。 

  収入、運賃のほうですが、これにつきましては１年フリーパス券というようなものも今

回設けております。これは４月に、よく利用される方については４月からもう買われてる

というようなことで、それの利用料金収入が入ってきますので、利用料金収入については

昨年度１２０万ぐらいだったのが１５０万ぐらいというような状況でございます。 

  いずれにしましても、先ほど申しましたようにちょっと利用人数が９割になったという

ようなことで、ここらについては今後、どういうようなことが原因なのか、たまたま、当

然、人数については変動がございますので、また５月、６月を注視しながら、地元への対

応とか、そういったことも考えていきたいというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そしたら、後で聞きたいと思うんですが、もう一つ、デマンドバスの
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利用状況。これは新しい取り組みで、２年間の試行を重ねてということになってるんで、

これはどういう状況かを逐次掌握してなければ、２年間、あっという間に終わるような気

がいたしますので。この利用状況について報告いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   デマンドの乗り合いタクシーでございますが、４月は残

念ながら利用がございませんでした。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   まず先ほども言いましたけど、報告いただきましたが、６,０００人

が５,４００人になったというところ、これからいろいろと調査をしていきたいというこ

となんですが、ある程度市としても、こういう点が減につながったんではないかというよ

うな予測とかいうのは。失礼になるかもわかりませんけども、どういう捉え方を今現在さ

れてますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   まず、まだ１回、ひとつきの結果だけでございますので、

これが、傾向が見られるようなものじゃないので、当然、バスのダイヤ時刻は変わりまし

たので、最初、当初４月ほぼいっぱい、ここからここへ何時ごろから行きたいんですが、

どのような時間帯で設定されてますかというようなお電話、相当いただきました。という

ようなことで、我々事務局としましては、見やすいように考えたんですが、なかなか時刻

表が見づらかったというようなこともあって、結果的に１割減というようなことを考えて

います。 

  あと、その原因が、確かに今の予算の関係もございますので、台数的にもう少しあれば

もう少しダイヤが組めるのかなというようなことも考えておりましたが、予算的には限ら

れたものもございますので、今のダイヤで出発するというような方向で踏み切ったわけな

んですが、今後、地域の中に入ってその辺の、生のお声も聞きたいなというような感じも

しております。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 
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○熊田 司委員   今、次長が言われました、現場へ入ってということなんですが、どう

いうふうな形で現場へ入られるお考えですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   よく地元で説明会であるとか、そういうような場合には

自治会長さんにお願いするとかいうようなことをしますが、今回の場合は交通弱者といい

ますが、その地区の集会所まで行くのも大変な方が利用される地域公共交通というふうな

ことで、今回、既にもう行っておりますが、倭文のほうの民生委員の方にお集まりをいた

だいて、そこでまた民生委員の方々から利用しそうな方々へおつなぎいただくというよう

なことをしないと、なかなか夜間の会を設けても、その人がダイレクトに来ていただける

というのはなかなか難しいかなというようなこともございます。そういったことで、民生

委員の方々にお話も一回しておりますし、あと、長田のほうで隣保町会があったというよ

うなことで、これについても説明に行っております。そういったことで、そういった情報

を、アンテナを張りめぐらせまして、事あるごとにＰＲをしていきたいというふうに考え

ております。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   一つ、４月１日の改編からかなりの苦情が市長公室並びに各窓口、庁

舎の窓口のほうへ来てるような気がするんですが、そこら辺の市民の声というのは、掌握

されてますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   おっしゃられるとおり、先ほども申しましたように、質

問と、それと苦情もあったことは事実でございます。当然、ダイヤが変わりましたので、

今まで行けてた時間帯がずれたとか、帰りの便がなくなったとか、そういうようなことも

伺っております。市長公室全員で対応するような、４月の冒頭は、そんな感じでございま

した。そこらも担当の者も整理はしているところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしましたら、そういう苦情等の、こういう苦情があった等いうの

は、また後日報告をいただくことはできますか。 
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○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   どういう形で整理ができていけるかあれなんですが、先

ほど申しましたように、やはり、今まで行けてたのが行けなくなったというようなことが

かなりあったと。それと、帰りの便の関係であるとか、そういうのがございました。今回

のターゲットについては、通院、それから通学、買い物、そこらに絞っておるわけなんで

すが、それ以外の利用の方もおられます。電話として、苦情としてあらわれるのはその一

本がだめになった場合に、もうすぐに一本が寄せられると。改正をしたことによって利用

できるようになったというようなことについては、なかなかこちらとしては、あるはずだ

とは思うんですが、期待としてはあるはずだと思うんですが、そういう情報がございませ

ん。負の情報しか入ってきてないわけなんですが、そう申しましてもやはり、負について

は消滅、解決できるものについては解決していくべきだというふうには考えますので、そ

こら、一度整理をしなきゃいけないなというふうには思います。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   余り一人で時間をとってもあれなんですが、あと一つは、そのデマン

ドが全くゼロだったということですよね。これ、デマンドにもある程度予算も組んで対応

してたんが、ゼロというのがちょっと。今、どういう形でこれを見直していくべきなのか

ということが、早急にある程度必要になってくるんではないかと思うんですが。この点は

さっき、長田のほうで、隣保町会でお知らせしたとか、そういうのありましたが、何か企

画、市長公室のほうで考えられてることはありますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   デマンドバスについては、初の試みというようなことで

取りかかりにつきましてもかなり慎重になりました。それで、倭文の防災センターのとこ

ろにも自治会長さん、それから先ほど申しましたように民生委員さん、そういった方々に

も寄っていただいて、いろいろ説明をしながら、それからバス停の位置なんかもきめ細か

く決めていただきました。中には、持って帰ってその単位自治会のほうで相談しながら来

る、それも誰が乗られるということも想定されて、報告を受けて、ああいうバス停の位置

関係を決めております。よくあるのが、バス停はおらが町にもというようなことで、申し

込みはすんねんけども、なかなか利用者の把握というんですか、利用できるような条件整

備だけは整えておきたいというのが、そのときの役員さんの考え方も若干あるのかなとい
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うような心配はあります。先ほど申しましたように、始める前にもそういう事情調査、地

元のほうでしていただいて、結果はこうですよというようなことで、おつなぎをしながら

また、意見交換会なんかもしなきゃいけないのかなと。利用の仕方についても、先ほど申

しましたように、行ってぱっと乗るというようなことではございませんので、やはりそこ

はきめ細かな説明、それはまた民生委員さん。で、民生委員さんにいった場合、なかなか

説明しにくいんで、市長公室のほうでせえというような御要望がございましたら、それは

やはり出向いてでもＰＲはすべきかなというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   関連なんですけれども、交通弱者に配慮するという基本線がらん・ら

んバスにはあると。ちょっと最近、湯の川荘の利用者の方から、バス停の問題で少し要望

があって、いろいろ話をしとるんですが。なかなかバス停の移動ということになると、地

域の理解を得ないとできないというような話の中で、行き詰まってる面もちょっとあるん

ですけれどもね。基本はやはり、そういう交通弱者に配慮して地域の中にある問題は何と

か、行政も一緒になって解決するという姿勢を持っていただきたいというふうに思ってお

るんですが、そういう、湯の川荘の利用者についての声というのは、市長公室に届いてま

すでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   議員のほうから一回お電話をいただいてます。長寿福祉

課のほうにも何かお話はされてるというような報告は聞いてます。私が市長公室に来てか

らは、一度もそのバス停の位置についての希望は聞いておりません。ずっと以前に、そん

な話があったかなというような。担当も順番にかわっておりますのであれなんですが、確

認はしたことはございますが、ここ２年少々では、その辺のお話は聞いておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   長寿福祉課が市長公室に尋ねて、長寿福祉課で対応するようにという

ことを市長公室からの話もあったというようなこともちょっと聞いたんですけども。仮に

そのバス停の移動ということになったときに、地域間の調整とかいうのは、長寿福祉課が

責任を持ってやるような問題なんでしょうか。 
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○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   ただいまの質問の中で、市長公室が長寿福祉課にという

ようなお話がございましたが、そういうふうな言い方はしておりません。まず、バス停の

位置に関しましては所管が市長公室なので、例えば地域の自治会長さんからお話があった

ときには、それは意見を伺いながら、ベストな方向に考えていくべきだと思います。お話

があった中で、雨よけであるとか、これから暑くなるんで、屋根のようなもののようなお

話があったので、当然、ほかにバス停留所は２３０ほどございますが、そこまで、屋根ま

で配慮してるところはございませんので、そういう湯の川荘というような施設があって、

その軒を延ばすなりなんなりするんであれば、湯の川荘を所管する長寿福祉課で考えてい

ただいたほうが、今、バス停は駐車場のほうに出てきておりますので、そんなところに屋

根のことはできないので、というようなことで長寿福祉課のほうに案内はしたことはござ

います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   個別的な話になるんですけれども、そういう医療施設あるいは健康福

祉施設、老人福祉施設、そういったところに、らん・らんバスというのは経路として持っ

ているところがあるかと思うんですけれども、何カ所ぐらい、そういう該当する施設とい

うのはあるんでしょうか。バス停を持っている施設というのか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   何施設と言われましても、先ほど２３０ほど、全部であ

りますので、確かに今回、通院も一つのターゲットというようなことを言いましたので、

翠鳳第一病院であるとか、八木病院であるとか、そういった新しいところについては事務

長さんともお話ししながら、場所なんかも決めていったことは記憶しておりますが、そう

したらそういう福祉施設、医療施設、全部で２３０のうち何ぼですとは、ちょっと今、な

かなか言えません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは調べてもらったらわかる話なんですけれども。湯の川荘は市の

施設であるわけで、しかも今、利用者がかなりふえてるようなんですね、バスに乗ってい

く方が。それで、できたらそういうものも一回、話も聞いてもらって、対応できるものは
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対応していただくと。今おっしゃってたみたいに、地域の区長さんからというようなこと

ではないようなことだろうと思うんですね。それは来る人ですから、地域外の方が実際に

は使ってると。そうすると、その利用者の声というのも大事なことになってくるんでない

かなというふうに思っておるんですけれども。それは、そういうふうに受けとめていただ

けますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   委員がおっしゃられたように、利用者目線でのそういう

施設の改善とかいうのは、当然、もしあれば改善はすべきかと思います。ただ、バス停の

位置を決めていくときにも、公安委員会、いわゆる警察なんですが、そこの方に全部立ち

会ってもらっております。それは安全面、特に、待ってるときの交通安全面についても非

常に厳しく言われてきておりますので、今の位置になっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ実情を調べていただいて、対応していただければということ

だけですので。また地域から、利用者の方からの要望書というのも出すかのように聞いて

おりますので、それも踏まえてまた判断いただければなというふうに思います。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   これも関連で申しわけないけども、いわゆるデマンドの滑り出しはど

うかなと聞こうと思っとったんですけれども、もう４月はなかったということなんで。こ

れ、登録制ですよね、乗車に関しては。登録者というのは何名ぐらいいてるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   今現在、５名でございます。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   多分、事前調査のときはこういう数字じゃなかったというふうに思う
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んですけれども。これ、何でこんだけ。登録者が少ない要因というのはまだ市民、いわゆ

る倭文地区の方の理解度が足らんからということなんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   倭文地区の理解度が足らんというよりは、まず市長公室

のＰＲを先にすべきかなとは思います。それとあと、緑地域に限ったことかどうかよくわ

かりませんが、僕も別の課にいたときに、会をしたときに、民生委員さん、それから民生

補助委員さんが、あるイベントをしたときに、近くの、いわゆるらん・らんバスを利用さ

れるような、運転免許証を持ってない方々をその会場に連れてきてくれます。それは倭文

だけでなしに、広田のほうもそうでございました。そこらで、非常に共助ができている地

域かなというふうな。今、こういう結果を見たときに、以前の課でのイベントなんかを思

い出したことがございます。非常に、公助でなしに共助でやっていただける。この前も聞

いておりましたらやはり、近くのおばちゃんとかを誘って買い物になんかも行ってるとい

うようなことも聞きました。非常にいいことだとは思うんですが、市は市としてやはり、

持ってるその制度、やはりＰＲをしていくべきかなというふうには思っております。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、乗り合いバスという位置づけですよね。ということは、１人で

も移動できるんかどうか。というのは、複数でなかったら移動できへんという先入観があ

るんと違うかなという気がするんですが、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   以前、洲本市のほうで実証実験で、それは３人がそろえ

ば出しますよというようなことが、新聞にも出ておりました。それがちょっとハードルが

高かったのかなというようなことも新聞に出ておりましたので、そこらが、変な意味でそ

ういうようなことで市民の方に若干、入ってる可能性もあるかと思います。説明会の中で

は、１人でも行けますよと。まだ業者も決まってなかった時間帯だったので、前日予約な

のか、当日の何時間前までなのか、その辺も決まってなかったんですが、そこらについて

は最初に仮登録していただいて、たしか当日の３時間前ぐらいでいけたと思いますので、

そこら辺の利便性のよさをやはりＰＲしていくべきかなというふうに考えます。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   その３時間前がいわゆる利便性として、ほんまに適当なんかどうかと

いうこともあると思うんですよね。多分、何かの拍子で、きょうは雨降ってきたな、今の

うちに行こうかとか言うて。物すごい、お年寄りになると、高齢者になるほど、せっかち

になるという部分があると思うんですよね。そういうことで、そこらの利便性、いわゆる

移動に対する利便性、これがやっぱり少し、ギャップがあるんかなという気がするんです

が、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   時間に対するせっかちという言葉がいいのか、ようわか

りませんが、おっしゃられたんでちょっと使わせていただきますが、そこらは高齢という

よりは性格的なものもあるんかなというふうには思います。傾向的に、高齢者の方でばん

ばん働いてる方もおられると思いますが、比較的、日常生活の中で余裕を持って生活を送

られてる方が多いのかなというふうに思いますので、できれば、あした病院に行くとか、

それから買い物に行くとか、計画的にやっていただければ、３時間前であれば十二分に対

応できるのかなと。そこらについては当然、受けとめ方のこともございますので、やはり

丁寧に、３時間は運転手、ドライバーの調達の関係もありますのでよろしくお願いします

というような形で、丁寧に説明をしていきたいというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆるデマンドの移動範囲、これはあらかじめ制限されてるんです

か。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   許可自体は地域型のような形で、地図上ではグリーン色

で表示をさせてもらっております。主に旧の緑の倭文、それから三原の倭文、それから一

部、西淡の宝明寺というところも入っております。それは限定になっております。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   その範囲の限定、これはあるんで、いわゆる乗り継ぎに対して非常に

不便やなという声が聞こえるんですけども、これについてはどのように思われますか。 
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○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   今回のネットワークを考えるときに、コミュニティバス

がなかなか、だんだんと乗らなくなってくる原因に、ひとルートに要する時間が長くなる

と便数が減ってしまって、なかなか乗っていただけなくなる、それが悪循環につながると

いうようなことがございました。ただ、地域によって、例えばせい太くん号が走ってる地

域につきましては、ああいう地形でございますので、あそこはやっぱり、一回り越してし

まわないとなかなか行けないということもございます。ただあそこは、もともとバス文化

もございましたので、今回も伸びております。限られた台数の中で便数をふやしていこう

と思えばやはり、乗り継ぎになってくると。乗り継ぎについてもダイヤを組むときにいろ

いろ考えてますが、乗り継ぎという、一回乗って座って目的地に着けばいいんですが、な

かなか難しいので、乗り継ぎを考えてますが、ただ、お金は乗り継いでも乗り継がないで

も往復、一日フリー券を買っていただければ同じような配慮はさせてもらっております。

ただ、バス停で若干の待ち時間が発生するということがございます。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そこは多分、一番の問題かと思うんですよね。料金は、それはそれで

多分、乗る人は納得してると思うんですけれども、そのときにいわゆる時間待ち、これ言

うのが。そやから、本来デマンドというのはドア・ツー・ドアが一番理想やと。まずそれ

が本来の姿やというふうに、多分市長公室なんかでも思ってるとは思うんですけれども。

いわゆるそういう方向にやっぱり方向転換する必要があるんと違うかなと思うんですけど

も、これについては。もちろん、始まったところやから、もうちょっと様子見てからとい

う話になろうかと思うんですけども。そういうこともやっぱり頭に入れながら、今後の展

開、見ていってもらいたいなと思うんですが、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   南あわじ市も非常に面積が広うございますので、軒先か

ら軒先ということはなかなか、その辺を全てに満足させることは難しいかなとは思います

が、先ほど申しましたように、これからいろいろ研究したりお聞きをしたり、その中には

当然、デマンドにもいろいろな種類がございます。そこらも踏まえながら、研究をしてい

きたいというように考えております。今回のその契約につきましても、２年というのはや

はり、１年間のデータをもとに、次の改善策を考えていきたいというようなことから、２
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年契約というふうに考えておりますので、そこら、これからも一生懸命研究をしていきた

いというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   今度、新庁舎の件で。進捗、どないなってますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   以前、特別委員会があったときに、収用法の関係で、ち

ょっとおくれてますというような報告はもう、させてもらっておりました。今、開発許可

申請、農業委員会の転用のほうはもう既に出して、私も農業委員会のほうに行ってきまし

た。それはもう、申請は済んで、まだ許可は開発許可と同時になりますので、開発許可の

申請をしたと。申請をして、許可待ちでございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   当初の計画工程と比較して、進捗というんですか、その辺の差異とい

うのはあるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   開発許可の申請はしてるといいましたが、その前に事前

協議というのがございます。特に調整地の関係なんかで随分時間を、予定よりは超過して

しまったというのが現状でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   本体工事もそれに伴って、入札から着工がおくれると思うんですけど

も、２６年度の１２月完成の予定だったと思うんですけども。その辺の工程をにらんだと

きの、どんなんですかね、現場の作業は、工程としてはどうなんですか。余裕があるんで

すか、ないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 
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○市長公室長（土井本 環）   今も次長のほうから説明をさせてもうたんですが、開発

申請の部分で若干のおくれということで、３月議会での前室長が、それがなければぎりぎ

りの線やという説明をさせてもうてると思います。そこらを含めた中で、現在、そのスケ

ジュールについて最終の詰めをしております。また、６月議会にでもそうした方向性を示

していきたいなと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   定例会、入札にはかるときに、私もちょっと不勉強であれなんですけ

ども、議決、入札に関する議決が必要なんですよね。それ、まだ６月議会のことなんです

けども、これは６月に間に合わない、臨時議会開いてせなあかんとかいうような、そうい

う切迫した状況なんですか。その切迫度をちょっとお聞きしたいです。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   ３月議会でも間に合えば６月議会。ちょっとその手順に

ついては、７月入札の８月の臨時議会というふうな説明をさせてもうとったとは思うんで

すが。そこらあたりも含めて、ＪＶの部分も参加を募るという手続も要りますし、開発許

可を受ければ、建築確認の部分が要りますので、そこらあたりの入札に付すまでの期間と

いうものを総合的に今、最終の詰めをしながら、その工期とかも含めた中で最終の詰めを

今、してるところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   工期については気になるところなんですが、もう一つ気になるのは、

経済状況が変わって、資材の調達について、入札に参加する業者の方、かなり資材費につ

いてはシビアになってるかと思うんですね。その辺の認識がどんなんですかね、当初の計

画の予算で行こうとしてると思うんですけれども、その辺の状況です。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   このたび国交省のほうで、労務単価の増額ということが

発表されました。それを受けて、この新庁舎の部分についても、その事業費について当然

資機材とか労務単価というのは上がるのが当然なんで、そこらを含めた中で事業費、また

工事の期間、開庁の部分も含めた中で今、最終の詰めをしておりまして、６月議会には何
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らかの方向性を皆さん方にお伝えをしたいというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   工程を含めた開庁、いわゆるでき上がりですね。あと事業費も含める

ということですね。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   労務単価が平均１５.１％増というのは、これは国交省

のほうで発表されております。震災の３県については２０％程度というふうなことを受け

て、我々はどうすべきかという、今現在、最終の詰めを行っているところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしましたら新庁舎の関連で、市民交流センターのことについてお

聞きいたします。これも４月１日から実施してると思うんですが、それの各市民交流セン

ターの利用状況を教えていただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   市民交流センターの機能については３つございますとい

うのはもう何回も説明をさせていただきました。我々どもが一番重点を置いてるのは、そ

のコミュニティの醸成をはかっていくというようなところで、もう既にモデル地区につき

ましては５地区ございますが、地域づくり協議会を立てていただいて、もう既にその地域

づくりの内容について、総会とかで承認を得てる地域もございますし、あとまた、その地

域でアンケート調査なんかもして、策定予定というようなことも考えてるところもあるよ

うでございます。もう既に何回か、４月以前から、センター長の予定の方もおられました

し、それから、我々どもが説明に行ったときのそういう会がもうございましたので、３月

から、３月、それから４月、５月と会をしていただいております。 

  それからもう一つ、３つの機能のうちの各種証明書の発行の部分でございますが、これ

については５月１３日現在、きのう現在で５カ所で１００件の証明書が発行されておりま

す。利用人数については７３名というようなことでございます。市民交流センターについ

ては、まずまずそれなりのスタートかなというふうに感じております。 
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○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ５カ所で１００件ということなんですが、やっぱり地理的な条件で、

神代等も入ってますし、また、松帆等もありますんで、ちょっとそこら辺の個別的になり

ますけど、その証明書の発行件数、各市民交流センターごとでちょっと報告をお願いでき

ますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   そしたら、行政順に言います。松帆については２６件、

伊加利については７件、西淡志知については２０件、神代については２６件、三原志知に

ついては２１件で、これらにつきまして当然、総窓からの遠さであるとか、それから地域

の人口の大小、そこら、これ、きのういただいた数字なので、なかなか分析はできません

が、それなりに総窓まで行かなくても地域で申請をされて、各種証明書が発行されてるよ

うに思います。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   神代の件数が割合に多かったのが、私としては驚きなんですが、とい

うことになると、市民交流センターの役割というのは、やっぱりこれからも大事になって

くるのかなという思いがします。もちろん、先ほどの地域づくり等にかかる負担等あると

思うんですが、ただ、この市民交流センターの中で、利用する市民の中での苦情等はない

ですか。苦情。発行時間がかかってるやないかとか、そんなのは入ってませんか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   市民交流センターの立ち上げまでは市長公室と、モデル

については今、市民課のほうで市民交流センター支援係か何かだったと思いますが、そこ

でしてもらっております。そこでデータ等は全部整理はしてもらっております。そういう

ふうに今、２課に分かれておりますが、モデルも、それから、これから立ち上げるところ

も、やはり一つの方向性を見出すためには２課共同でやっていくというようなことで、連

絡はとっております。ただ、私に届く範囲では、苦情的なものは伺っておりません。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 
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  廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   先ほど久米委員の質問の続きでちょっと、関連で聞きたいと思い

ます。工程的に着工がおくれるという形だと思うんですけれども、業者の選定とかもろも

ろ、並行してやっていけることが大分あるとは思うんですけれども、そのような考え方、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   それはもう当然、要は開発許可おりて、建築確認の許可

をおりてスタートするんでなしに、それ以前の、開発許可がおりた時点でのＪＶの募集で

あったり。ただ、建築確認の許可がとれてないと、金抜きの部分について業者に渡せない

というふうに思っておりますので、最低限そこを守った中で、ぎりぎりの線で精いっぱい

早目に努めていきたいと、このように考えております。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   業者、企業体を組ますわけですけども、そこらの募集に関しては

そこらは関係ないですわね。その点はいかがでしょう。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   こちらの考えでは、開発申請をしておるんですが、許可

がなければそこの工事をしますよということで、ＪＶの企業体の部分は募集できないとい

うふうな理解をしておりますので、その許可と同時に、同日か翌日に向けて取り組んでい

きたいなと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   業者の募集に関してはあんまり関係ないような気はするんやけど

ね。それと、開発許可おりて、確認申請を出すと。この建物に関しては適判の規定に、構

造ですね。１カ月から２カ月の間というような、一般的に必要な考えでいっとるんですけ

ども、そしたら、開発許可がおりて、確認申請出して、図面のチェック云々でひとつき、

構造計算でひとつきとしたら、２カ月ぐらいずれるんよね。そうなってきた場合、大幅に

ずれるという、これ、可能性があるわけですね。そこらがあるんで、できればほんま、あ
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る程度、抵触しない範囲で前へ進めてもいいんじゃないかと思うんですけど。開発許可の

大体のおりる、今月末とか来月上旬とか、そういうのは見通しが全く立ってないわけです

か。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   ある程度の見通しは立てておりまして、そこらを含めた

中で、完成の時期なり工期なり、先ほど申した内容なりを、最終、詰めていると。最終の

最終の詰めという段階で、今、内部で取り組んでいるところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   前段階でおくれれば、我々もやはり、当初から完成時期をおくら

せるというような考え方はあるのか、お尋ねします。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   できるだけ計画していたところの完成時期を守りたいん

ですが、やむを得ずというところに関して出てくる可能性もありますので、十分そこら、

精査しながら最終の詰めをしていきたいと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   あんまり工期的に無理な期間を押しつけますと、これやはり、人

形会館みたいな結果になると思うし。金額的、予算的にしてもそうですけども、やはり十

分、多少工期に関しては雨の日もあるし、風の日もあるし、やはりそこらを十分見込んだ

中で、やっぱり前へ進めていくべきやと思うんで。案外とこだわらんと、皆さんの理解も

これ、当然もらわんといかんのやけども、十分、無理のないような、押しつけにならんよ

うな程度で今後進めていっていただきたいと思います。よろしいです。 

 

○柏木 剛委員長   暫時休憩します。 

  再開は２時半とします。 

 

（休憩 午後 ２時２０分） 
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（再開 午後 ２時３０分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  引き続きまして、質疑を行いたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   吉備国際大学の正式な入学者数と、あと、その学生に対して、住民票

を移された学生の方、何人いらっしゃるか、お聞きしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   お尋ねの件につきましては、この４月１日に開学いたし

ました。４月４日に入学式が開催されまして、５６名、最終、入学されました。そのうち

女性が７名、島内が３名でございます。島内３名のうち、市内が２名でございます。届け

につきましては、１６府県によりまして、県内は１８名になっております。近畿圏が２２

名、中国圏が１８名、四国圏が１１名、東海２名、北陸２名、九州１名ということで、愛

知から大分までの方々が入っております。 

  そのうち、入学奨励金、御尽力いただきまして御承認いただきました３０万円を上限と

しておりますが、申し出者が５１名ございました。うち、市内が２名いらっしゃいますの

で、住所変更された方が４９名いらっしゃいます。予想よりは大幅に多かったようでござ

います。しかしながら居住は、個人情報のため大学から詳しい情報は得ておりませんが、

居住は５３名の状況であると想定しております。通学が３名、島外が２名いらっしゃいま

して、洲本から１名、島内のうち洲本から１名ということで、居住は５３名と。そのうち

オリエンテーション等で、こういう優遇策がありますという説明の中で１人、やはりふる

さとの人口を減らすんは嫌だというようなことで、住所変更をしないという方もいらっし

ゃいました。結果的には４９名プラス市内２名という方の移動になっております。 

  それから居住なんですけれども、その申し出者についての５１名のうちですけれども、

松帆が３名、それから志知で６名、それから榎列で８名、八木で９名、それから福良で１

４名、賀集で６名、あと、少人数ずつ散っております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   この５６名の方が志知のキャンパスで勉学をされているということな
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んですが、もう早速今度、この来期の入試に向けて動いてると思うんですが、どのような

動きをされてますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   今現在、パンフレットの校正に入っております。それか

ら、現地ができましたので、オープンキャンパスを７月から始めるというようなことでお

伺いしておりますが、日程はまだちょっと届いておりませんので。それから、去年１１月

８日に認可いただいて、非常に窮屈な中で進めましたが、ことしは初めからスタートでき

ますので、センター試験、これも併用でできるような仕組みに持っていくというふうにお

伺いしております。また、地域との連携ということで、理事長の日程できょうになってし

まったんですが、市あるいは県と大学連携協定を結んで、本格的に連携を進めていく、あ

るいは淡路三原高校と大学と連携協定を結んで、高大連携を結んで、本格的にいろんな連

携をしていくという形にしております。 

  その中で文部科学省のほうに競争資金をもらうべく、大型の競争資金が地域連携を主体

とした競争資金なんですけど、なかなか競争率が高くて難しいんですが、早速もらいに行

くための調整に入っております。また、アグリアイランド株式会社ですけれども、農協１

００％出資の部分で、まずはアルバイトからこの今節のタマネギに入れないかなというよ

うなことで、個々の農家に入るというよりも、アグリアイランドで管理をしながら、けが

したら困りますので、チームを組んで農家に派遣することができないかなというようなこ

とで今、調整に入っております。 

  また、あわせて体験交流事業ということで、別メニューで大学生に現地に入っていろん

な体験をしてもらうと、徐々にインターンシップ等、去年お頼みしたところの業者さんに

も入っていただきながら何とか、産地の、大産地と組んだ大学というような特色を出して

来年以降、生徒確保に努力していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   先ほど、７月にオープンキャンパスとかいう話も予定されてると思う

んですが、やっぱりこの地元の高校等の、淡路三原だけでなしに、洲本もあれば洲本実業、

また淡路高校もありますんで、そこら辺との連携等についてはどのように考えられてます

か。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 
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○市長公室課長（喜田憲和）   昨年も３回から４回ほど、淡路の高校の校長会、あるい

は訪問をさせていただきました。早速６月の校長会にアポをとらせていただいて、時間を

少しいただきたいということで調整をしております。今、島内３名ということですので、

できるだけ特徴を生かした部分で大産地の後継者を何とか育成していくために、各高校に

も去年以上に積極的に回っていきたいというふうに考えております。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   宿舎の問題ですね。これ、不動産屋の情報によればまだあいてお

るというような話でしたけれども。来られた生徒さんに関しては大変苦労されて住んでい

るような感じがあります。これに対して何か、いろいろなことを考えておりますか。何か

対策は。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   補助事業等は考えておりませんが、新しくアパート等の

設置についてとか、また、不動産協会との調整というような形で、まだまだきちっとした

動きはできてないですけれども、御指摘のように、大体３万５,０００円前後を皆さん、

御要望されております。こちらのほうは４万から５万ということで、５万ぐらいのが非常

に多くて、やはり中四国の感覚と比べれば高いというようなことで、いろんな調整する中

で、２ＬＤＫを４万まで下げますよ、２０年物なんですけども、そういう家主さんが出て

たりもあるんですけども。やはり廣内委員御指摘の、宿泊所をどう確保するかというのは

やはり課題になっております。今、大学側とどうすべきかを、きのうも話したところなん

ですが、調整に入っております。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   民間の方で、やりたいけどもと、大学がずっとあるんかという心

配をされる方が割と多いと。僕なんか、いつも大丈夫やいう話で、市がこんだけ力を入れ

てるんやし、大学も十分力を入れて、大きな順正学園であるんやから大丈夫やという話で

大分話はしとるんですけども。何らか融資とか云々という、そういうような勘定でふやす

ような考え方は、市としてできないんかどうか、お尋ねします。 
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○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   想定としてはいろんな固定資産税の減免とか、また、建

てるのに補助とか、いろんな想定はしてきましたけれども、大学に限定するというのは好

ましくないという判断で、今、現状においてはそういう補助事業、あるいは優遇策を特別

にするということは考えておりません。今、去年から単身用の５００軒ほど、市内にある

のが１００軒ほどあいてるということの中で、数字は変わってないようですので、このた

び半分ぐらい埋まりましたので、そこら辺も含めて、また投資ができる方々にもお声がけ

を、もしできたらしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   これもう、来年の入学に関して、なるべく早い時点で動いていか

んことには、せっかく入学したいという生徒がおられても、住むところで云々とか、そう

いうやっぱり、難しい問題が出てくる。これ、現状でも出てきとるし、これからも出てく

るし。できれば地元中心ぐらいで何らかの市としてのそういう振興策。やられる方は借り

入れでやられる方が多いと思うんで、そこらを何か、知恵を絞って。融資やからね、あく

まで。補助じゃなしに、融資というような勘定の制度は考えられないんかなと、ちょっと

そういう点は思うんやけどね。ただ、丸々いうんはなかなか難しいとは思うけども。何ら

かやらないとこれ、せっかく生徒さんが来ても住めないという勘定であれば、その以前に

もうだめになるんで、ちょっとそこらを全体でやっぱり考えていかんといかんの違うかな

と思います。もう答弁は結構です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の関連してですけども、大学側は学生寮を建てようとかいう考えは

ないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   現状においては、ありません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   それは市がいろいろおもてなしをするのもいいんですけども、やっぱ

り大学には大学としての責任もあるんではないんですかね。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   昨日もそういう話もさせていただきました。現状として

は今、事例がないということが１点、それから、できる限り地域の経済効果を高めるとい

うようなところが１点ということで始まったお話でございます。繰り返しますが、現状に

おいては今、そういう計画は、大学側は持っていないということです。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと今、事例がないというのは。全国の大学では学生寮というの

は持たないというのが、基本的な考え方なんですか。事例がないというのはどういう意味

なんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   順正学園としての事例がないということです。ごめんな

さい。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   つまり、大学は学生寮をつくるという気持ちはないということですね。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   現状においては、でございます。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   先月、視察で北上市では市民交流センター、もう一つは地域おこし隊

を視察してきたんですが、橋本次長に同行いただいて見てきたんですけども、その市民交

流センターでは北上市の場合、証明書とかは発行してなくて。一番条件のええ施設を見学
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させていただいたと思うんですけども、体育館の併設とか、施設としては非常に充実した

ものを見せていただいて、市民の文化・体育振興、そういう地域の活動拠点になってたと

思うんですね。南あわじ市が今回、５カ所、先行でしてますけども、そちらのほうの市民

のそういう活動拠点としての動きというんですか、そういう動きは５カ所としてはどうい

う状況なんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   ちょっと質問の意味もはっきりは僕も今、もうちょっと

理解できなかったんですが。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   単刀直入にいいますと、証明書、そういう行政サービスよりも市民の

活動拠点としての施設になってるということなんですね。見てきてはったから、御存じや

と思うんですけども。南あわじ市としても、やはりそういう狙いもあると思うんで、まだ

余り、先行して始まって間がないんですけども、例えば同好会活動とか、もともとあった

やつの拠点がそこにできたとか、例えば資料を会の方に配るための書類づくりとかもそこ

でできるとかいうことも、その交流センターの市民の利便性をはかる、一つの提供できる

場所になると思うんですね。そういう動きがあるんですかということです。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   確かに北上市の拝見させていただきましたら、非常に立

派な活動だったように思います。将来目標としては、ああいうところを、先ほど申しまし

たように、行政サービスの窓口というよりは、そういったものに私ども、軸足を置いてい

くべきかというふうに思っております。そんな中で、５地区で既に計画の承認、まだ総会

で承認されてないところもございますので、どこどこ地区とは申しませんが、例えば花の

苗を自治会に配布して、そういう美化活動であるとか、それから、不法投棄のパトロール

であるとか、公園の清掃美化、それから子供見守り活動、いろんな事業メニューが出てき

ております。今まで、県民交流広場もかなりの数でしてきておりますし、これがちょうど

小学校区単位でございますので、ここらの事業が切れてきたところが今度、市民交流セン

ターの中でこういう地域づくり事業をやっていきたいというようなことで、一気にあそこ

まで行けるかどうか。 

  それから、あそこの場合は、指定管理もしてますので、そこでその事業計画、それから
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予算等についてもまた、雇用が必要であったら雇用もされておりましたので、若干南あわ

じ市と、目指す方向は似てるのかなと。ただ、そこまでの成長度合いというか熟度とか、

その辺は、北上市さんはかなり進んでるのかなというような感想は持って帰ってきており

ます。 

  これから市民交流センターのモデル地区、それから残りの１６地区につきましても、そ

ういったことを念頭に置きながら意見交換会なんかをしていきたいというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   これからやと思うんですけども、それと、地域おこし隊の視察したと

きに、各地区から独自の事業案を手を挙げて、それに対する補助金を出しておったという

事例がありましたよね。そういうものにつなげていけるような市民交流センターの活動と

いうのが、地域の活性化につながるんじゃないかというようなことで、将来的に交流セン

ターを通じたそういう活動の中で、何か２１地区になると非常に、旧の村単位というか小

学校単位なんで、独自のというのはなかなか難しいかもしれませんけども、以前、県の補

助金で地域おこしでいろんな提案をしてプレゼンテーションをして、補助金をもらえる事

業ありましたよね。ああいうのを市のほうで何か、その２１市民交流センターを全部スタ

ートしたときに、そういうようなメニューをぜひ考えていただいて、地域の活性化にその

拠点として使っていただけるようにしてはどうかなと思ったんですけども。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   南あわじ市の場合は、１,５００万円を全体の金額とし

て、地域づくり交付金、それを均等割と人口割でもって分配していくと。とりあえずはそ

ういった形でスタートしていくと。地域の独自の活動、それから、昔は夏祭りをしてたけ

どもここ何年か途絶えてると、そういったものの復活とか、そういうのが北上市の例なん

かでも、地域独自のことをされてる地区がございましたので、そういうことも地域づくり

協議会の中で考えていただいたらいいのかなと。どんどんやっていって、これでは足りま

せんよというような、地元からの声がかかることを期待しております。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   国際交流との兼ね合いなんですが、吉備国際大学の学生を国際交流の

姉妹都市に、高校生と一緒になってしまうかもわからないんですが、交流に参加させると
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か、そういう考え方はないですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   今、大学生については視野に入っておりません。今、派

遣をさせていただいておるのは中学生ないしは高校生という形で、将来、ここで生まれ育

った方々が勉強の一つの手助け、あるいは将来の方向性を見出すきっかけという形で思っ

ておりますので、今、大学生については考慮しておりません。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   派遣じゃなしに、今度こちらが受け入れたときに、その吉備国際大学

の学生たちとも何かこう、いろいろと友好を結べる場をつくってあげるという考えはどう

ですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   御指摘のとおり、それも一つの目的で大学を誘致させて

いただきました。今、いい生徒さんがいっぱいいらっしゃいますので、地域連携クラブと

いうものが何か立ち上がったようですので、できるだけその地域ボランティア、あるいは

国際交流、それからまちづくりとか、あらゆるところに入っていただきながら、いい悪い

も含めて全て勉強して、ふるさとに帰っていただいて、地域再生に携わっていただきたい

とか、また、この地で少しでも定着する人をつくっていきたいというふうに考えておりま

すので、ぜひとも努力していきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   関連で吉備大のことですけれども、これ、留学生ですね。国際的

には９月、１０月かな、年度がわり、向こうは。入る可能性はあるのかどうか、ちょっと

お尋ねします。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   生徒として入る可能性はあります。しかし、今のところ

は大学側との話では、現地といいますか、留学生の受け入れは考えていないということで
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ございますが、今からどういう形になるか、詰めていきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   定数を割っているわけですんで、留学生で希望者がおれば、いい

んじゃないかと思うんで、その点もまた、十分打ち合わせをしながら進めていっていただ

きたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  ほかになければ、順序を変更しまして、１番から５番につきましては、一旦これ、調査

事項の質疑を終結したいと思います。 

  次に、次第の順序を変えまして、その他に入りたいと思います。 

  その他につきまして、何かございますか。 

  執行部から報告事項ありましたら、結構です。どうぞ。 

  財務部長。 

 

○財務部長（細川貴弘）   財務部からですけれども、行政評価の休止につきまして御報

告をさせていただきます。 

  行政評価につきましては、効率的な行財政運営、それから職員の意識改革等を目的にい

たしまして、平成１８年度から２４年度まで７年間実施しまして、事業の廃止縮小と見直

しを行いまして、効果額といたしまして６億５,０００万を出すことができております。

また、財政の健全化につきましても、昨年の２月に議員の皆様に財政計画につき御説明い

たしましたように、健全化の目標を上回る状況にございます。 

  そこで、行政評価につきましては、今年度から当分の間、休止させていただく方針とい

たしております。今後、それにかわりますものといたしまして、今後は予算のヒアリング

におきまして、これまでの行政評価の内容を念頭に置きまして、査定のほうで反映させて

いきたいというように考えておりますので、御了承いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、事業評価のシートは、これからつくらないということ

になるんですね。しかし、事業評価シートを見とると、今後の課題というようなことが書

かれておったわけで、その課題がどう達成されたかということについては、公開されない

ということになるわけですか。 
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○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（細川貴弘）   行政評価はしばらくの間休止させていただきますので、その

評価シートにつきましても作成のほうは考えておりませんけれども、先ほども申しました

ように、予算査定でありますとか、決算についての市民への周知ということで、いろいろ

なことは配慮していきたいというように考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   結局、その行政評価シートが公開されているところに、我々は意味を

見出しておったわけなんですね。市民の目から非常にわかるような形でされていると。今

後はヒアリングという、内部だけの議論になるということになると、その効果についての

あらわれ方について、市民が見る機会が非常に失われていくと。これは大変問題やと思い

ますね。これは今、報告というようなことで出てきたわけですけれども、これは大変問題

だと思いますね。やはり、市民の目から見えるところに行財政の効果がどうあったのか、

事業効果はどうあったのか、こういう前進面、積極面というのをやっぱり生かすべきであ

ると私は考えるわけですけれども。その効果が上がったからということでなくて、そうい

うことが市民の目から見えることによって、効果が上がってきたんではないんですか。い

かがですか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（細川貴弘）   先ほど申しましたように、かなり事業のほう、シェイプアッ

プしてきた形になっておりまして、近年の行政評価の結果といたしまして、効果額といた

しまして、平成１８年度が２億７,０００万、それから平成１９年度が１億２,６００万、

それから平成２０年度が１億４,３００万。それから平成２１年度からは、効果額といた

しましてはかなり少なくなってきておりまして、平成２１年度が２,４００万、平成２２

年度が２,２００万、平成２３年度が６,０００万。２４年度につきましては効果額といた

しましては３０万というような形で、かなり事業の縮小といいますか、今までの削減の効

果が出てきまして、行財政運営がシェイプアップされたような形になってきておりますの

で、先ほど申し上げましたように休止させていただくというような方向性を持っておりま

す。 

  以上です。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはしかし、おかしな話やと思いますよ。シェイプアップするかど

うかという以前の問題として、その事業に効果があるのか、意味があるのか。その何億と

いうお金を使っての効果がどうであったかということが反映されとる資料が出てこなくな

ると。これが大変問題やということを今、言っておるわけなんですね。金額的にはわずか

であっても、例えば、いわゆる進学ローンに対する利子補給というような、２００万の予

算の枠の中で長年にわたってなかなか消化されないというようなものを残しながら、その

ことの評価というのはどうなっているかというと、効果あるなしやわからんというような

話の中にあってですよ、これはここでそういうチェック機能を失うということは大変な問

題やと。市民の目の行き届かんところ、見えないところにしまってしまう、隠してしまう

というような言葉に置きかえてもいいぐらいのもんやというふうに思いますね。 

  それも突然そういうことが出てくるということについて、報告という話も、これも納得

いかない話ですね。議論があってからのことであればまだわかるんですけども。決まりま

した、報告します、というのはちょっと、おかしな話やと思いますよ。それで、そのこと

についてそんなに大きな内部的に費用かかったり、時間かかったりするわけですか。予算

のヒアリングの中でしていくものを公開しているだけの話じゃないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（細川貴弘）   内部資料といたしまして、かなり棚おろし表でありますとか、

事務的には財政のほうでかなりな業務量がございます。それと、この行政評価を休止いた

しましても、決算審査でありますとか決算の附属資料等で充実をはかっていきたいという

ように考えております。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは当然のことだと思うんですよ、それは。決算審査、それは当然

のこと。ただ、私が評価してるのは、これがホームページでも見れば、一市民からでもよ

く見えるところにあると。何年にどういう予算がつくられて、その財源はどうであって、

その効果がどうであったか、非常にすぐれてその内容がよくわかる。説明資料として市民

の目によくわかる。そこにこそ市民の目の行き届く、情報公開されてるという、こういう

評価が僕、出てきてる部分は、そういう面ではあったと思うんですね。それは、見られる

人は限られておるかもわからない。しかし、見ようと思えばいつでも見られる。 
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  このつくられた資料というのは恐らくは、予算の査定の中でヒアリングとして整理する

上でつくったものとそう大きく変わりはないというか、そういうものを基礎にしてつくら

れている資料というものだと思うんですよ。それが市民の目から見えるものと見えないの

とでは、随分意味が違うと思いますね。これはぜひ、復活をしていただきたいと。行政評

価シートについては、公開するということを復活していただきたいというふうに思います

ね。そういう手続はとれないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（細川貴弘）   この行政評価システムを平成１８年度に開始いたしましたと

き、合併後、かなり財政状況につきましても厳しいものがございまして、そこで市の財政

状況を考えるために、本当に住民が必要としているものは何か、必要な経費は何かなど、

創意工夫によりまして持続可能な行政経営をしていく必要があるということで、行政評価

システムをつくりまして、基本理念といたしまして、収入以上の支出をしない、身の丈に

あった行政運営と市民の目線に立った生産性の高い行政経営を目指して、職員の創意工夫

を重視した事務事業の改善改革に取り組むということ、それから、行政評価システムの目

的といたしまして、効率的な行財政運営、それから職員の意識改革、市民の立場に立った

行財政運営等、課題をいろいろ書き出しておりまして、財政計画の中でも御説明させてい

ただきましたけれども、かなり行財政運営につきましても、軌道に乗ってきつつあって、

行政評価システムの所期の目的につきましては、おおむね達成できたのではないかという

ことで申し上げておるわけでございます。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   達成できたからええというようなもんじゃない。それも、全国的に見

て多くの自治体で財政の健全化が進んでいると、これは背景として僕、あると思うんです

ね。それは南あわじ市だけじゃない。多くの自治体でそういうものが進んでいっておる。 

  ただ、大事なことは、そういうことであっても常に、常にですよ、効率的に運営されて

いるのか、その事業の計画・目的が市民の立場に立ったものであるのか、そういう行財政

運営であるのか、一つ一つの事業についてのチェックをする。議会は当然やりますけれど

も、市民の前に行政評価シートというのは公開される条件の中で、市民の監視の目がやは

りよく行き届くと、そういうことが結局は、現市長に対する批判も多くあったわけなんで

すよ。本当にこれでいいのかと。そういう情報公開の中で、市長に対しての行政運営に対

しての疑問点や、あるいは批判点や、こういったものが随分出てきた。こういうものが出
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てくる背景には、情報公開がされて、やはりこれはおかしいという声が出された。そのた

だ単の節約ということではない。それ以外のまた今後、将来、今後のことについて、この

何年か先には答えが出てきたり、あるいは負担がふえたり、効果がなかったと、あるなし

の問われるようなことが今、事業としてスタートしようとしているわけですから。 

  その事業評価を年々歳々、やるということをしない、市民の目から隠してしまうという

ことは問題だと今、批判をしとるわけなんです。それについての答えは出てこないんです

けれども。それは市民の目に、常に、常にですよ、どういうものであっても、点検をして

いただく、見ていただくという姿勢はないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（細川貴弘）   行政評価といたしましても、全ての事業について行政評価を

して公表しているというわけではなくて、毎年毎年、各年度ごとにピックアップして行政

評価して、予算等にも反映させていただきまして、市民の方にもホームページ等で公表し

ているところでございます。それで、かなりその役割につきましては果たせてきたという

ことで、休止をさせていただくというようなことで。 

  休止ということで、やめるということではないんで、しばらくの間は休止させていただ

くということで。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから、それは過去のことではないんですよ。現在進行形なんです。

終わったことではない。まだ、常にそれは問われるし、常に進行形の形である。だから、

休止というような言い方で、それはちょっとごまかしであって。それだったら早う再開し

てもらったらいいだけの話ですよ。そういうことを、それはまあ、これまたきょう、報告

ということなんですけれども、これは今後も議論もされるだろうし、また、何らかの形で

要望、会派から要望が出るのか、議員から要望が出るのかわかりませんけれどね。このま

まで済むというふうには私、ちょっと思えられないな。考えられない。市民からも相当批

判があるというふうに思いますね。 

  当然、ピックアップして何ぼかということを、逆に言えばピックアップせんと、全ての

ことにあってやるべきでないかというぐらいの声だってあると思うんですよ。常に問題に

なるような、市民にとって負担がふえたり、あるいは補助が減ったり、あるいは市民の目

から見て納得できないことというのは数多くあると思う。そういうものをもっと、どしど

し取り上げて、みずからをチェックするという姿勢も必要でないかと。それを市民に公開

するということが今一番、行政に求められている情報公開、こういうことであろうと思う

－ 33 － 



んですね。それをこんな後退させるというのは、ちょっと納得できないというふうに思い

ます。ほかの方もちょっと、声も聞きたいんですけれど。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっとこれ、この件、休憩に入って。 

  一旦、休憩してください。 

 

（休憩 午後 ３時０５分） 

 

（再開 午後 ３時１２分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  今の件につきましては、執行部から報告を受けたと。ということで、改めてまた、議会

としても、いろいろと意見なり申し出があるかというふうなことで。この件につきまして

はわかりました。 

  ほかに報告事項。 

  防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   防災課のほうから１点、お知らせというか御案内になるんで

すが。 

  例年７月に行っております南あわじ市消防操法大会の件なんですが、今回、７月に知事

選等の選挙がございますので、ことしにつきましては６月の１６日、日曜日に三原川河川

公園のほうで午前８時３０分開会で実施することになっております。それにつきまして、

後日、議長さん初め、総務常任委員の皆様にはまた御案内のほう、させていただきますの

で、出席方のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

  それと、その市の大会に合わせて、それぞれ予選会がございます。それにつきましては

５月の１９日、８時開会で三原予選会、それから５月の２６日、８時３０分開会で南淡予

選会、６月２日、８時３０分開会で緑・西淡、これについては一緒に予選会を行うように

なっておりますので、御報告させていただきます。 

 

○柏木 剛委員長   わかりました。 

  じゃあ、執行部からの報告事項ありました。 

  それでは、所管事務調査全般についての調査はこれで終了したいと思います。 

  この後、説明員は重点調査事項の担当部署だけとしますので、他の説明員の方はどうぞ

御退席ください。 

  ということで、暫時休憩します。 
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  再開は、午後３時２５分とします。 

 

（休憩 午後 ３時１５分） 

 

（再開 午後 ３時２５分） 

 

○柏木 剛委員長   再開したいと思います。 

  それでは、重点調査を行います。重点調査の１番から３番までについて、質疑を受けた

いと思いますが、なお、２番の消防・防災対策の推進につきましては、地震・津波対策特

別委員会が設置されておりますので、その辺との関係、質疑には一応御留意いただきたい

というふうに思います。 

  それでは、重点調査事項に入ります。 

  質疑ございませんか。 

  総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   各委員さんには、会議が始まる前に資料、２枚もののプリン

トしたものをお配りしております。きのう現在における地震における被害状況ということ

で、まとめたものでございます。お目通しをいただくということで御報告にかえさせてい

ただきたいということで、よろしくお願い申し上げます。 

 

○柏木 剛委員長   これに対する質疑とかいうのは。また後でいいですね。もし関係す

ることがあればということで。 

  それでは、質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   情報化の推進についてなんですが、さんさんネットの契約数、昨年度

に比べてどのような変化がありましたか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   契約数の移動でございますけれども、数字で申し上げますと、

平成２４年の４月におきましては、加入世帯１万５,５７５でございます。今年度の４月

につきましては、１万５,０７９でございます。加入者数としては、４６６の減となって

おります。御承知のように、南あわじ市内のほうに他社の営業といいますか、サービスが
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入ってきておりまして、やはりインターネットをされる方については、速度の関係もあり

まして、そちらを利用したいと。テレビも見れますし、インターネットもしたいと、そう

いう方がやはり、そちらのほうに移られているというふうに考えております。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは大手との対抗というのは、かなり厳しい面があるのかなと思う

んですが、やっぱり市のほうで、これを運営している限りは、ある程度顧客数を維持しな

ければならないというのはもう、原則になってくると思うんですが、これに対する対応策

としては、情報課長はどのように考えてますか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   従来と同じようなことになると思うんですけれども、やはり

私どものしておりますケーブルのサービスというのは、緊急の折における避難情報、そう

いうもの、災害情報とか避難情報を出しております。加入されていない方については現時

点ではその情報が伝わらない可能性があるのではないかと。携帯等もございますけれど、

まずそれがございます。そんな中で、そういうことを加入者の方に告知しながら、よそへ

移られる場合もそういうことをお知らせをして、こういうふうな特徴がありますよという

ことを御説明申し上げております。 

  それから、対応ということになりますと、確かに業者さんのサービスというのは、いろ

いろ速度のこととか、テレビの番組の種類とかたくさん多いんですけれども、やはりその

分、月額の使用料も若干高いと思います。そういうことですので、年数ずっとたってくる

とやはり、それはかなりの大きな金額になるということで、さんさんテレビであれば、そ

の１,５７５円という月額で御提供させていただいておりますので、やはりそれも売りと

いうか、加入していただく一つのポイントであると考えております。 

  それから、番組につきましても、やはりこれまでちょっと踏み込めなかった、イベント

だけを取材するのではなくて、こちらから住民の方から何か地域でイベント等をされてい

る、そういうものを紹介してほしいというふうな御希望がありましたら、そこへも出て行

って取材をして番組づくりをしたいと。 

  その、今申し上げた３つぐらいで対応させていただきたいと、今の時点では考えており

ます。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 
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○熊田 司委員   これは情報課でなしに、文教のほうになってくるんかもわかりません

けども、市長が、テレビ寺子屋でしたっけ、そういう打ち出しもしてましたけども、そう

いうふうな番組の編成の中で、近々それは実現する予定はあるのかどうか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   そういう御意見といいますか、市長の考えがあったというふ

うには聞いておりますけれども、その部分の中身についてはやはり、教育委員会のほうで

も十分検討する必要があると思いますので、今はまだちょっと調整をさせていただいてい

る段階であります。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   市有財産の維持管理ということで、先日も津波・防災のときにもちょ

っと触れたようなことがあったわけですが、市の庁舎、学校、保育所、さまざまな施設の

被害があったと。耐震補強をしても、その附属物については耐震性というのが評価されな

いということで、どうなるか、そこら辺はよくわからないところもあるんですけれども。 

  今、この建物も結構、ちょっと被害があったというふうに聞いておるんですが、やはり

今後、これかなり、旧庁舎は耐震補強やってないところであってももっとったけれども、

耐震性が確認されておるところでも崩れたところが逆にあると。そのあたりやはり、かな

り、この程度の地震でこれかということであって、やはり今後についてはさらに深く調べ

ていく必要がある。というのも、たまたま落下物があっても、時間的に早かったんで大丈

夫だったんですが、これが庁舎であったり学校であったりということで、そういう落下物

による負傷とか、こういうことも当然、今後考えられると。そういう面での対応、対策と

いうのも、やっぱり深く検討していく必要があるというふうに指摘しとったわけですけれ

ども。それについては総務部なりはどのようにお考えでおられますか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   ただいま、防災課のほうで御用意いただきました被害状況の

報告で、市有建物等の被害というふうなもので御質問いただいたと御理解させていただき

まして、庁舎等でも被害がございましたけれども、揺れぐあい等、上にも書いてあります
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とおり、場所によって震度が違うようでございます。５庁舎でいいますと、被害がある庁

舎もございますけれども、躯体、屋根、柱、基礎等に被害があった建物はございません。

いずれも、内装の壁でありますとか、そういった、ごく部分的なものの傷み、一部、中央

庁舎では屋根の棟がわらのゆがみ等ございましたけれども、ごく軽微な損傷という程度で

ございました。全体的に耐震性がどうこうというふうな部分まで踏み込んだものではない

と考えてございます。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから、言うとんのは、この程度の地震でもこうだったということを

言いよんのですよ。マグニチュード６.３の震度５強と。今後は、５強どころじゃないん

でしょう。７というような想定も出てくるわけでしょう。だからそうなった場合、この程

度で済んだからやれやれというようなことではないんでないかという。やっぱり市庁舎と

いうことになれば、非常に大事な建物ということで、貴重な財産であるし、そこには人命

も収容するというか、かなり多くの方々が出入りすると。特に学校施設、公共施設なんか

で言えば、やはり大変、課題が多いと。震度５強ということで、これは広田、湊というこ

とでありますけれども、広田、湊ではそんなに庁舎関係は、松帆小がちょっと、体育館が

ちょっと傷んだという話もあったわけですけれども。庁舎関係ではあんまりここでは、震

度としてはあんまり出てこないところで、こうなってるという。そういうところをどう見

るのかと。この建物についても被害的には出てないわけですけれども、確かに被害もあっ

たと思うんですよね。 

  だから、その耐震性なり、いろんな人がおるところのものの、できるだけ附属物落下、

天井の板だったって、古いものになればなるほど、そういう落下の危険もあるわけですか

ら、見直しもする。中央庁舎でも屋根がわらが落ちてきて、たまたま人がおらんかったか

らよかったようなものの、人がおったらどうするんだという話だったってあるわけで、そ

のあたり、やはりしっかり見ておく必要が。財産の管理ということにつけば、やはり必要

性があるんじゃないかということを今、申し上げておるわけなんですけども。 

  どうですか。この程度の地震でこうだったんだから、もっと大きな地震になった場合ど

うなるんだという心配をするわけで、当然でしょう。今の答えやったらもう、大丈夫だっ

たという、そういう紋切りの話ですけどね。今後の備えということで言ったときには、必

要でないのかということなんですが。それは公民館であっても市民交流センターであって

も当然、一緒のことやと思うんですけどね。いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 
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○管財課長（堤 省司）   公共建物の耐震補強というふうな実施の計画等はどうかとい

うふうな御質問と捉えさせていただいたんですけれども。法令的には建物の耐震補強の促

進に関する法律というものがございます。昭和５６年よりも前の建物の部分で、震災の耐

震基準に満たない建物は耐震診断へ改修を行うよう努めなければならないというふうな努

力義務がございます。市の建物では、学校、体育館、集会所等、多数の者が利用する施設

がそれに該当するというふうなことでございまして、南あわじ市としても、合併以来です

けれども、旧町時代から計画的にしております、小学校の耐震改修等を最優先に取り組ん

でおる、今はもう１００％、耐震改修は済んでおるというふうなことでございまして、次

の順番として、今出ておりました庁舎等、あと、幼稚園、保育所に次々に取り組んでいっ

ておるという段階でございまして、次には避難場所と指定する公会堂等の指定施設等で、

順位づけをしてこういったものに取り組んでいっておるというふうな状況でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   こんなことはあんまり言いたくないんですけども、やっぱり学校施設

とか公共施設、人が集まるところのものがこの程度の地震で落ちたから、点検をして見直

しておかなあかんのじゃないか、安全策をとっとかなければいけないではないかと、今、

私たちは言っとるわけなんです。必要ないというような言い方をされては困るんですよ。

必要性を感じてないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   必要性を、法令によってそういったものが努力義務としてあ

るというふうなことを今、申し上げたということでございます。当然、地震が起きて、そ

の建物を管理するものについては点検等を指示しまして、壊れている箇所を確認しておく

というふうな形では現状の把握はさせていただいてございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと、法律守っとったからほんで免責されると思いますか。免責

されると思ってるんですか。違うと思いますよ、やっぱり。こういう、実際に基準がない

という中にあって、実際にこういう計画を発した、警告が出とるわけですよ。そこの箇所

について、老朽化してる、新しいものだったら大丈夫、しかし古いものだったらだめなの

か、やっぱりそういう問題ではないのか、原因を調査して対策をとっておくというのは、
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それはごく普通のことじゃないんですか。我が家族の命を守るためには、法律の基準を守

っとるから大丈夫ですよやいうような、鼻くくったようなこと言えますか。市民の命だっ

たらいいんですか。法律守っとったらあなたの責任はないんですか。そういう問題じゃな

いと思うんですよ。やはりその原因なり、調査をして、法律上の不備があるならば法律も

変えなあかん。そういう課題を提案していくのが仕事じゃないんですか。そう思っとるわ

けなんですけど、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   委員御指摘の部分は、よく私も理解させていただいてござい

ます。私が申し上げたのは、法律上はそうなっておるというふうな順位づけを市はして、

順次耐震改修に進めておるというふうなことを申し上げさせていただいたものでございま

して、決して、庁舎等の分についてはやらないというふうなことを申し上げたわけではご

ざいませんので、その辺だけは御理解いただきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   わかりました。特にそういう、子供たちとか、人のようけ集まるとこ

ろについては、やはりしっかりと対応を、調査をして対策を練っていただきたいと、そこ

で理解いただければ結構なんです。よろしいですか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（細川貴弘）   委員御指摘のとおり、被害状況につきましては、ここに上が

っておりますように、学校でありますとか保育所でありますとか、教育施設等々、被害が

出ておるわけで、各部署におきましてかなり細かく調査していると思います。それで、こ

れらの修繕につきましても、私どものほう、財政的な部署を預かっておりますので、いろ

いろヒアリング等も受けまして、対応していきたいというように考えております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   この一部損壊、今の関連ですけれども、一部損壊のこの程度分け

が全くこれ、今回されてないわけですね。壁にひびが入っただけで一部損壊、天井板が落

ちても一部損壊、これはやはり、これは防災課の問題になるんかもわからへんけども、や
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っぱりある程度、人命に関して、人命にかかわるという可能性の大きい小さい、ある程度

の一線は引くべきじゃないかと思うんですね。先ほど蛭子委員が言いよった耐震補強云々

に関しては、これ、構造体に関する補強と。それなら、あとの内装とか壁が割れるとか、

そういうのに関してはこれ、全く基準がないわけですね。そやから、そこらをはっきりし

て、やはりきれいに段階的に考えんといかんという、この前の地震じゃなかったかと思う

んですわ。そういう点に関して、今後どういうような考え方を持っておるか。どちらでも

よろしい、防災課でもよろしいし、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   執行部、どうですか。 

  総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   今回の被害認定につきましては、特に防災計画に基づくとと

もに、内閣府の住家等被害に関する基準、これに基づいて評価をさせていただいたところ

でございます。それで、従来は半壊以上、見舞金があったり、いろいろ制度がありました。

それが県のほうで、特例的に１０％という基準を設けられたと。それで、あわせてフェニ

ックス共済、南あわじ市は加入率が非常に高くて、２５％弱、４軒に１軒が入っておると

いうことの中で、そこにおいては被害１％でありましても見舞金を出しましょうというと

ころの中で、いろいろ制度的な動きの中で、特例的に今回、設けられたということの中で、

市においても被害があったところについては見舞金５,０００円は交付しましょうという

ことで、いろいろと周知をさせていただいた中で、自治会等からの報告もいただいて、そ

こらを全て、現地確認等行って、判定をさせていただいておるところでございます。 

  それで、判定に当たりましては、簡易なクラックであったり、犬走りにひびが入ったり、

かわらが数枚落ちた程度の、また、タイルが落ちた、そういったものから、今回は住家に

ついては半壊が１軒でございますが、ここには上がってないんですが、基準ぎりぎりのと

ころで、どうしようかというところもありまして、そこらについては設計士さん、建築士

さんにも同行いただいた中で、市のほうでも家屋被害認定士という資格を持った職員が９

人おります。そこらも一緒に出向いた中で、そういった微妙なところについては、そこら

の方の判定を委ねてそういった結果を出してございます。 

  それで、兵庫県においては今後、この１０％という枠は広げていくと、今まで半壊以上

のいろんな施策であったんですが、１０％というのは今後生かしていくという動きの中で

出て、動いておるようでございます。ただ、市の、我々担当といたしましてはその１０％

の基準の判定は非常に難しい。全壊であれば、棟が落ちたら全壊、半壊はイメージ的に大

体わかるんですが、１０％、これが１０％以上か下か、非常に難しい線で、職員としても

判定がしづらいというところで動いております。県がそういった方向の中で、淡路地域、

特に３市、被害が出た中で、そういった支援する政策を、知事が打ち出したということの
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中で、こちらもそういった現場へ行って、困るようなやつもたくさんございます。ただ、

見舞金についてはもう特例で今回、設けておる制度でございます。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   その１０％云々という基準もあるんですけれども、そういう話じ

ゃなしに、これは壁にひびがいったと、それだけでも一部損壊。屋根が落ちた、屋根がわ

らが半分ぐらい落ちたと、これ１０％いかへんのよの。全部落ちて１０％という話やの。

だから、そういう場合でもこれ、一部損壊。これ、被害の把握の中で、うちは絶対直さん

といかんという家と、直さんでもこのままほっといてもどうこうないわという家も、これ

一緒やの。そやから、そこらはやはりちょっと検討して、これは今回はもう、そういう勘

定でいっておるんやからそれでいいんやけども、今後のことを考えて、それはやっぱりは

っきりと分けるべきや思うんよね。分けることによって被害の、やっぱり絶対直さんとい

かんという人に、余分にやっぱり手当てできんのやからな。だからやっぱり、今回の教訓

はそれ、そこらが大きいんじゃないか思うんです。そやから、それを十分考えんといかん

思うし。学校、公共施設に関しても、ほとんど建物と建物の構造体の違うところで、揺れ

の違いが出て、そこで割れたとか、それが多いんと、あと、鉄骨の建物に関してはこれ、

角々よく、ひびは絶対くるさかいにな。だからそこらはわかるんやけども、これはやっぱ

り一番大事なのは、一部損壊の状況よの。エキスパンション言うたらちょっとわかりにく

いかな、構造体が別のエレベーター棟と本館の間、壊れて当たり前よの。だけど、ほいじ

ゃ、これ一部損壊、程度によったら一部損壊になるけども、ひびいったぐらいでもこれ、

一部損壊よの。 

  だからそこら、市としてのある程度の一線はやっぱり、今後のために今、考えておくべ

きじゃないかと思うんですわ。今後大きい地震がきたときに、おんなじような状態でいっ

たら、これ莫大な金が要るようになってくると。そやからやはり、ええ教訓やから、それ

を十分今後に生かすという意味合いにおいて考えていくべきじゃないかと思うんですわ。

だから僕なんか思うんは、直す、絶対直すというんと、直さんでもいける、ここらで線は

引けるんじゃないかと思うんですわ。だからそれを、今回の地震を教訓に、ちょっと検討

していただきたいと、そない思います。もう結構です。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございますか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   今回の対象は一応、住んでいる家ということ、限定ですか、一部損壊

については。 
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○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   さようでございます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうなりますと、その住んでいる家以外のところについては、今回は

一部損壊でも見舞金はなしと、こういう考え方でよろしいですか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   さようでございます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは洲本市、淡路市等も同じような被害があったんですけど、これ

はもう３市とも同じような条件と考えていいんですか。それとも、南あわじ市だけという

ようなことになってますか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   ３市とも同じ条件です。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   もちろんそうすると、このフェニックス関係の建物、県住宅再建共済

も住家だけしか対象になってないですね。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   加入条件が住家ということになっておりますので、それでフ

ェニックスのほうは引き受けていると思いますので。 

 

○柏木 剛委員長   いいですか。 
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  ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ちょっと違う内容なんですけど、避難所の件について。今回は別に避

難所開設して。避難所は開設したんでしたっけね、今回。ちょっとその状況を教えていた

だけますか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   避難所につきましては、災害対策本部と同じに、災害があっ

た時間に、自動設置ということで開いております。それにつきましては、時間の経過を見

ながら、報告があって、避難がないところについては順次、閉めていったというような状

況でございます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   今回の件についてではないんですが、その避難所についていろいろと、

これから地震だけでなしに、水害等も含めて、いろんな場合に開設をされると思うんです

が、その中で一つ、子供、特に乳幼児の粉ミルクというんですかね、今、粉ミルクという

のかどうかわかりませんけど、そういうのは避難所のほうに何ぼか予備等は置いてるんで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   配置場所にちょっと確認を今、してないんですが、粉ミルク

のほうも備蓄として備えております。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   あとは、その避難所関係で、今、避難所の運営ゲームか何とかいうて、

こういう人が来たときはどこへ置きますかとか、そういう何か、シミュレーションをする

ようなゲームみたいな、ゲーム言うたら失礼なんですが、いうのがあるんですが、そうい

うのは避難所を設営される方で、一度とか二度とか、やられたことはありますか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 
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○防災課長（藤本和宏）   それについてはちょっと私のほうで把握してないので、もし

そういうようなものがあれば、活用はしていきたいなと思います。 

 

○柏木 剛委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そういうのがあるらしいんです。実際に災害が起こってからでは間に

合いませんので、そういうことで避難所開設の責任のある方は、誰が、こういう障がいが

ある方が来たらこっちへ寄せようと、子供連れの女性の場合はこちらへ寄せようとか、そ

ういうのを前もっていろいろと訓練しておいたら、実際のときにかなり役立つんではない

かなというのがありますんで、一度そういうことについても取り組んでいただけたらと思

いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   災害時の要援護者の対策もかなり議論もされていってるというふうに

ちょっと思っとるわけですが、その中にあって、福祉避難所の関係なんですけども、これ

の取り組みは今、どうなってますか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   そこについてはちょっと私のほうでまだ把握をしてない状況

です。また把握した中で御報告はさせていただきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この災害時要援護者の対策マニュアルをつくって、その中にいろんな

網羅されてる中で、災害時要援護者の把握がまず難しいという話があって、しかし、今回

聞くところによりますと、民生委員さんがかなりの家を回って対応してきたと。これはや

はり、そういうマニュアルが生かされている結果であろうというふうに思ったわけなんで

すね。しかし、今回はそういう現状の家屋に住めるので、別に新たに居宅介護しておって

も障がい者を抱えておっても特別にそういう避難をする必要はないけれども、そういう自

宅介護、居宅介護をしてる方については、仮設住宅ではなかなか対応できないと。あるい

は一時避難であっても、普通の避難所では対応できないという中で、例えばさくら苑であ
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ったり、南あわじのいろんな医療福祉施設に依頼をするというケースが当然出てくると。

そういう考え方に立ったときに、現状でも大体満床ということが多い施設なので、いざと

いうときに福祉避難所としての機能が果たせるのかどうなのか、そのあたりの関係、調整

がどうなってるかということをちょっとお聞きしたい。 

 

○柏木 剛委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   ただいまの福祉避難所ですが、２４年１０月１１日付で、市

内の福祉法人、３法人、みかり会、みはら福祉会、淡路島福祉会、この３法人と協定を締

結いたしておりまして、災害時における福祉避難所の設置運営における協定書というのを

交わしてございます。それで、万一そういった福祉的な手だてが必要な方が避難所へ行く

必要があるような場合は、ここらの福祉センターにおいていろいろとお世話いただくとい

うようなことになっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その協定を結んで、協定が実際に実現できるかどうかというのは。ち

ょっとイメージとしましては、あきがなければ利用はできないんでないかという思いを持

っておるわけなんですよ。例えば、救急指定を受けるような病院であれば常にベッドをあ

けておるような状態があって、その分、救急加算というようなことで、あけてる分、患者

さんが入ってなくても赤字にならない仕組みというのが、救急加算というようなものがた

しかあったように思うんです。ただ、そういう福祉施設の場合はそういう、いつ起こるか

もわからないようなことに対応していくのに、わざわざベッドをあけたり部屋をあけたり

というのは当然できないと。そうなった場合、どんな対応があるのかなということにちょ

っと関心があるわけなんですが。そういう点はどんな話になってるのかなと思いまして、

ちょっと聞かせてもろうたんですけども。いかがなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   特に施設の種類によってもいろいろ対応は違うかと思うんで

すが、特養の場合はそういったショートステイ用のベッドもありますし、それがあいとる

かあいてないかというようなところでもあろうかと思いますけれども、そこらについては

当然、施設のほうでもそういったベッド等について対応いただくように協力をいただける

ものということの中で、できる限りの努力をいただけるものと、こちらは認識いたしてお

ります。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その協定書の中身をちょっと見てないもので、それ以上突っ込んでは

言いませんけれども、また私も調査をした上でまた質問したいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっと質問、いいですか。 

 

○廣内孝次副委員長   柏木委員長。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっと単純な話を二つほど聞きたいんですけど。情報化の中で、

今回、４月からですか、コンビニ収納が始まったというふうに広報紙のほうに出ましたけ

ども、その辺の実態は今、どうなってますか。 

 

○廣内孝次副委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   私、市民生活部長のときにコンビニ収納、いろいろ勉強をさ

せていただいて、いろいろそれの前段である前納報奨金の廃止等についてもいろいろ議論

いただいたところでございます。この４月より、４税につきましては、今回も、固定資産

税の納付書がこの間、着いておりましたが、全部コンビニ、バーコードをつけまして、窓

口収納される方はコンビニでも納められるようになっておりますし、また、総窓で打ち出

す、税務課、収税課で打ち出す、随時納付書。当然、分納をされとる方、また、滞納があ

って１０回に分けて分納するとか、そういった方々についても２４時間収納可能なコンビ

ニ納付用のバーコードつきの納付書を交付して、特に支払いに行く時間がないというよう

な方に対してはそこらを交付して収納できるようにはしております。 

 

○廣内孝次副委員長   柏木委員長。 

 

○柏木 剛委員長   そしたら、運用はまだ始まってませんか。もう実績はあがってます

か。 

 

○廣内孝次副委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   実績はちょっと、税務、収税課のほうから聞いておりません

ので、それは何点か当然、利用される話だと思います。ちょっと数字的なものは聞いてお
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りません。 

 

○廣内孝次副委員長   柏木委員長。 

 

○柏木 剛委員長   多分まだだと思うので。 

  じゃあ、１点だけ、ついでにですけど、これの総投資額とランニングコスト、ざっくり

でもいいです。 

 

○廣内孝次副委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   ランニングコストは、ちょっと今、資料がないんですが、基

本料金が月の５,０００円でしたか、１万円でしたか、プラス１件５７円プラス消費税、

約６０円で１件、そういった収納代行会社へ支払うということで契約を結んでおります。

銀行への振り込みよりも若干は、若干というか、大分高くはなりますが、市民の利便性は

向上するものと考えております。 

 

○廣内孝次副委員長   柏木委員長。 

 

○柏木 剛委員長   総投資額は。ざっくりでいいです。 

 

○廣内孝次副委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   税務収税の所管になりますが、ちょっと資料を持っとったん

ですが、今、全然そんな資料を持っておりませんので。 

 

○廣内孝次副委員長   柏木委員長。 

 

○柏木 剛委員長   私、情報化のつもりでちょっと聞いておったんですけどね。情報シ

ステムの進展といいますか。わからんのか。ほんなら、結構です。 

  じゃあ、もうついでに、もう一回整理する意味で、今のランニングコスト、１店舗１万

円ですか。 

 

○廣内孝次副委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   収納代理業者といいまして、しんきん情報サービスでしたか、
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ここと契約しております。それで月、その会社へそれだけ。１社。全部です。ですからコ

ンビニ、いろんな種類があります。淡路にないようなコンビニ、セブンイレブンとかエー

エム・ピーエムとか、そういったものからでも払い込めるということになっております。

そこらを全部まとめて１件。基本料金プラス、基本料金は最低料金、なかっても払う料金

です。ごくわずかな基本料金プラス１件、利用すればそれに対して収納代理会社へ６０円

ほど支払うということです。 

 

○廣内孝次副委員長   柏木委員長。 

 

○柏木 剛委員長   もう一件だけ質問、ついでにさせてください。コンビニのいろいろ

証明書発行とかについては、検討は進んでますか。これは情報課の立場でちょっと、お答

えを願えたら。 

 

○廣内孝次副委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   コンビニ発行のことなんですけども、去年ですか、何かの新

聞報道で、市内にあるコンビニ業者さんも参入するかもしれないというふうなこともあり

ました。それで、今年度から、市内には二種類とか二系統のコンビニがあると思うんです

けども、今年度から始められると聞いております。 

  以上です。 

 

○廣内孝次副委員長   柏木委員長。 

 

○柏木 剛委員長   質問は、検討は進んでますかという意味です。 

 

○廣内孝次副委員長   総務部長。 

 

○総務部長（入谷修司）   コンビニにおける証明書発行につきましては、そういった全

国のＬＡＳＤＥＣ、地方自治情報センターというのがありまして、ここでいろいろ世話し

てやっております。それで、基本は住基カードをもっての交付ということの中で、今現在

進めております。住基カードは御承知のように、交付率が非常に今少ない中で、今度、マ

イナンバー制度という中で、国民総番号制という、導入されてきます。私ども、以前おっ

た市民生活部でもそこらの話をしとったわけでございますが、やはり時期とすれば、マイ

ナンバーが始まった時期あたりに十分に検討、また費用対効果、利便性、操作性、ここら

を考慮した中で検討すべきであろうということの中で、住基カードにおける証明書発行に
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つきましては、やはりやっとるところ、西宮あたりは早くからやっておりますけれども、

やっぱり時期的なものとすれば、そのマイナンバー制度がスタートしてからというような

中で考えていきたいと、このようになっております。 

 

○柏木 剛委員長   わかりました。終わります。 

  ほかに。 

  廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   今回の地震で、情報収集が大分おくれたような感じで聞いており

ますけども、各自治体の役割、自主防災組織の役割、民生委員の役割、そこらこれ、かっ

ちりしておれば、情報も割と早い時点で被害状況の大方の把握もできとるし、だから何を

主体に動いたんかなというような感じがあるんですわ。 

  だから、役場の職員が調査に行って云々いうんは、それは後のことで別にいいんやけど

も、初期状態で、１日、２日のうちに把握ができるといえば、やはり各自治会、自主防災

組織、そこらを活用すれば、割と早い時点ではっきりしたことをつかめるんじゃないかと

考えるんですけどね。これも今後に、このたびの１３日の地震が起きたんで、今後に生か

すという考え方で、今後どういうようにしていったらいいかなと、この考え方をちょっと

お尋ねしたいんですけれども。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   そこにつきましては、今、私が考えてることなんですが、ど

うしても自主防災組織、今現在、市内のほうで活躍していただいております。そこについ

て、自治会、行政と自主防災、また、ここにあと言われとったのは民生委員なり消防なり

等と連携の中で、地域のことを一番わかってるところで、助け合いながらその辺を把握で

きるような仕組みができれば一番いいのかなとは思っておりますので、そこらのつなぎが

できるような形で推進を今後、していく必要があるのではないかなと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   今回のことを見よったら、全く連絡網が機能してないような、そ

ういうような感覚をすごく受けたんですね。だから、せっかくそこら、組織があるし、そ

ら、そのときにいなかった人もおるかもわからんけんど、組織があるんやからこれ、連絡

網さえきっちりとしていけば、当然早い時点で掌握できると。だからこれ、今回の地震は

小さかったからいいようなもんやけども、今後やっぱりそこらが一番重要な感じ。そやか
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ら、自主防災組織でいくんか、自治会長でいくんか、そこらもはっきりした分け方をやっ

ぱり考えるべきやと。それと、防災訓練で連絡網云々でやっとるみたいですけども、それ

をやっぱり徹底すべきやと思うんですわ。その点、いかがでしょう。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   それも委員さんの言われるとおりで、組織をつくって、後の

フォローなり、その話し合いの中で、いかに動けるような形ができてない部分が、今回反

省点として。その自主防災なり自治会なり、また動いていただくという部分についてはそ

れ以上に職員もまた動かんなんと。またいろいろ考えの中で、そのつなぎ役をしていかな

んという部分もございますので、今後、防災計画の見直し等々、これから入ってきますの

で、その中でまた有効に使えるような防災計画をつくって、それで動けるような形をつく

っていきたいなと思っております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   廣内副委員長。 

 

○廣内孝次副委員長   ことしも防災訓練をされると思うんで、とにかく情報の流れの徹

底を特にお願いして、終わっておきます。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   では、質疑がございませんので、重点調査につきましてもこれで終

わりたいと思います。 

  それでは閉会をしたいと思います。 

  閉会の挨拶を、廣内副委員長、お願いします。 

 

○廣内孝次副委員長   長時間にわたり、慎重審議ありがとうございました。 

  本日は懇親会もございますので、その中でもいろいろな意見の交換を期待しております

ので、皆さんそろって、お話をするなり、それぞれ懇親を深めていただきたいと思います。 

  それではこれで、総務常任委員会を閉会いたします。 

 

（閉会 午後 ４時１０分） 
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